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(57)【要約】
【課題】低コストにハーネスプロテクタの汎用性を向上
させること。
【解決手段】ワイヤーハーネスを収納して保護するハー
ネスプロテクタ１であって、ワイヤーハーネスの収納空
間が蓋体３Ｒ，３Ｌによって覆われるプロテクタ本体２
を備える。このプロテクタ本体２は、直胴収納部４ａ，
４ｂと一体的に形成され蓋体３Ｒ，３Ｌの屈曲部３０Ｒ
，３０Ｌに対応して伸縮自在な伸縮収納部５を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤーハーネスを収納して保護するハーネスプロテクタであって、
　ワイヤーハーネスの収納空間が蓋体によって覆われるプロテクタ本体を備え、
　このプロテクタ本体は、直胴収納部と一体的に形成され前記蓋体の屈曲部に対応して伸
縮自在な伸縮収納部を有すること
を特徴とするハーネスプロテクタ。
【請求項２】
　前記伸縮収納部は蛇腹状部材または弾性材料から成ること
を特徴とする請求項１に記載のハーネスプロテクタ。
【請求項３】
　前記直胴収納部の長手縁の外面には、前記蓋体の係止片が係止する係止枠が備えられた
こと
を特徴とする請求項１または２に記載のハーネスプロテクタ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車体や電気機器等に配設されるワイヤーハーネスを収納して保護するプロテク
タに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車体や電気機器等にワイヤーハーネスを配設させる際にこのハーネスの配線規定と保護
のために当該ハーネスを図６に例示したプロネクタ本体９内に収容させている。
【０００３】
　ワイヤーハーネスは車両や電気機器等のパネル形状や周辺機器のレイアウト等の設置環
境に応じて屈曲配線されるのでそのプロテクタの形態もこれに対応しなければならない。
例えば、ワイヤーハーネスの配線経路を右方向に規定する場合、図６に示した前記ハーネ
スを右方向に屈曲収納するプロテクタ本体９Ｒとその収容空間を覆うカバー１０Ｒが必要
となる。同様に、前記配線経路を左方向に規定する場合、前記ハーネスを左方向に屈曲収
納するプロテクタ本体９Ｌとその収納空間を覆うカバー１０Ｌが必要となる。
【０００４】
　そこで、ワイヤーハーネスのプロテクタの汎用的なものとして以下に例示するプロテク
タが適宜に用いられている（特許文献１～５）。
【０００５】
　特許文献１，２に開示のプロテクタは、ワイヤーハーネスの収容部を板状の連結部材を
介して連結させている。このプロテクタは前記連結部材を介して上下方向に屈曲自在とな
っている。特に、特許文献２の連結部材は蛇腹構造となっている。
【０００６】
　特許文献３に開示のプロテクタは、ワイヤーハーネスを収納させるプロテクタ本体の底
部において幅方向に形成されたスリットが等間隔に配置されたことにより、プロテクタ本
体を主に反スリット側つまり上下方向に屈曲可能となっている。
【０００７】
　特許文献４に開示のプロテクタは、蛇腹構造の側板の凸部に設けられたベルト挿通部に
ベルト部材を挿通、係止させることにより、プロテクタ本体の屈曲方向を左右のいずれか
に規定できるようになっている。
【０００８】
　特許文献５に開示のプロテクタは、プロテクタ本体が蛇腹構造の筒体から成り、上下左
右全方向に屈曲自在となっている。また、このプロテクタ本体にはワイヤーハーネスを導
入するためのスリットが当該本体の全長方向に沿って形成されている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平９－９８５２３号公報
【特許文献２】特開２００３－８７９２８号公報
【特許文献３】特開２００５－１１０４１９号公報
【特許文献４】特開２０００－２２４７２９号公報
【特許文献５】特開平９－２７７８８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１～３のプロテクタは上下方向にしか屈曲できないので左右方向への配線の汎
用性に劣る。また、特許文献４のプロテクタは、側板にベルト部材が装着されているので
プロテクタ本体を左右方向にしか屈曲できないので上下方向への配線の汎用性に劣る。
【００１１】
　特に、特許文献４に開示のベルト挿通部は前記ベルト部材を挿通させるタイプと当該ベ
ルト部材を係止させるタイプの二種類の挿通部が必要となるので、部品点数が多くなる。
また、前記プロテクタ本体の収容空間を覆うためのカバーを取り付けるとなると、本プロ
テクタはプロテクタ本体、カバー、ベルト部材の３部品構造となる。さらに、前記プロテ
クタ本体の曲げる方向はベルト部材で調整するため、曲げ角度の調整が難しい。また、ベ
ルト部材及びベルト挿通部はプロテクタ本体の両側面の外側に付帯されているのでプロテ
クタの外形が大きくなり、車体内にて設置スペースを広く確保できない場合には、ベルト
部材が車体に干渉することがある。さらに、ワイヤーハーネスが太くて剛性がある場合、
ベルト部材が外れる可能性がある。特に、ベルト部材に電線等が引っ掛かりベルト部材が
外れ易くなる。以上のように、特許文献４のプロテクタは汎用性が劣るに加えて製造コス
トが高くなる。
【００１２】
　また、特許文献５のプロテクタは、上下左右いずれの方向にも屈曲自在であるが、車両
への取り付け状況に因り、プロテクタ本体におけるスリットが開口して、ワイヤーハーネ
スの一部が露出し、ハーネスプロテクタの機能を果たせなくなることがある。
【００１３】
　本発明は、上記の事情に鑑みなされたもので、低コストにハーネスプロテクタの汎用性
を向上させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　そこで、本発明のハーネスプロテクタは、ワイヤーハーネスを収納して保護するハーネ
スプロテクタであって、ワイヤーハーネスの収納空間が蓋体によって覆われるプロテクタ
本体を備え、このプロテクタ本体は、直胴収納部と一体的に形成され前記蓋体の屈曲部に
対応して伸縮自在な伸縮収納部を有する。
【００１５】
　前記伸縮収納部としては例えば蛇腹状部材または弾性材料から成るものが挙げられる。
【００１６】
　以上の発明によれば、プロテクタ本体が前記伸縮収納部により伸縮自在であり、蓋体の
形状に応じてプロテクタ本体の屈曲方向及び屈曲角度を任意に変更できるので、プロテク
タ本体を共用化できる。また、前記伸縮収納部の伸縮性により、プロテクタ本体の全長を
自在に調節できるので、ワイヤーハーネスの収納空間を任意に変更できる。
【００１７】
　前記直胴収納部の上端縁の外面には、前記蓋体の係止片が係止する係止枠を備えるとよ
い。本態様によれば、前記蓋体が前記プロテクタ本体にて係止するので、プロテクタ本体
の収納空間を蓋体の形状に対応させた状態で保持できる。
【００１８】
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　また、前記伸縮収納部を複数備えると、多様な蓋体の形状に応じてプロテクタ本体の形
態を自由に変更できることに加え、プロテクタ本体の収納空間の容積を任意に変更できる
。
【００１９】
　さらに、前記蓋体の蓋本体を蛇腹状部材または弾性材料で構成すると、蓋本体が伸縮自
在となり、蓋体の共用化が実現する。
【発明の効果】
【００２０】
　したがって、以上の本発明によれば低コストにハーネスプロテクタの汎用性を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第一の実施形態におけるハーネスプロテクタの組立説明図。
【図２】本発明の第二の実施形態におけるハーネスプロテクタの組立説明図。
【図３】本発明の第三の実施形態におけるハーネスプロテクタの斜視図。
【図４】前記第三の実施形態のプロテクタ本体の使用形態を示した斜視図。
【図５】前記第三の実施形態のプロテクタ本体の使用形態を示した斜視図。
【図６】従来のプロテクタの組立説明図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００２３】
　［実施形態１］
　図１に示した本実施形態のハーネスプロテクタ１は、図示省略のワイヤーハーネスを収
納して保護するハーネスプロテクタであって、ワイヤーハーネスを収納するプロテクタ本
体２を備える。プロテクタ本体２は、後述の伸縮収納部５を有することにより、形状の異
なる蓋体３Ｒ、蓋体３Ｌのいずれもが装着できるようになっている。プロテクタ本体２、
蓋体３Ｒ，３Ｌは共に周知の絶縁性の合成樹脂によって成形されている。
【００２４】
　プロテクタ本体２は、縦断面Ｕ字型の直胴収納部４ａと、この収納部４ａよりも短小な
縦断面Ｕ字型の直胴部４ｂと、この収納部４ａ，４ｂを連結させる伸縮自在な伸縮収納部
５とから成る。
【００２５】
　また、直胴収納部４ａ，４ｂの底部４０の両縁から立ちかがった側壁部４１の上端縁の
外面には、蓋体３Ｒ，３Ｌの係止片３２が係止する係止枠４２が当該側壁部４１との一体
成形により設けられている。
【００２６】
　伸縮収納部５は、その底部とこの底部の両縁から立ち上がった側壁部が蛇腹形状部材の
態様を成している。伸縮収納部５は、直胴収納部４ａ，４ｂと同種の材料により当該収納
部４ａ，４ｂと一体的に成形することにより、直胴収納部４ａ，４ｂの長手方向の一端に
連結された状態となっている。
【００２７】
　蓋体３Ｒは、プロテクタ本体２の収納空間を覆う右折型の板状の蓋本体３１Ｒを有し、
この本体３１Ｒの長手縁部には、直胴収納部４ａ，４ｂの係止枠４２に係止する係止片３
２が当該本体３１Ｒとの一体成形により備えられている。
【００２８】
　蓋体３Ｌは、蓋本体３１Ｒの代わりに、前記収納空間を覆う左折型の板状の蓋本体３１
Ｌを有していること以外は、蓋体３Ｒと同一の形態となっている。
【００２９】
　図１を参照しながらハーネスプロテクタ１の取扱例について説明する。
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【００３０】
　ワイヤーハーネスが収納されたプロテクタ本体２の収納空間を例えば蓋体３Ｒによって
覆う場合、プロテクタ本体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ｒの各係止片３２が挿入され
る。このとき、プロテクタ本体２の伸縮収納部５が蓋体３Ｒの右屈曲部３０Ｒに応じて伸
縮変形する。これにより、前記収納空間が蓋体３Ｒによって密閉される。蓋体３Ｒの各係
止片３２はプロテクタ本体２の各係止枠４２に係止されているのでプロテクタ本体２は右
方向に湾曲された状態で保持される。また、伸縮収納部５の収縮部分の弾性回復力に起因
する応力により個々の係止片３２と係止枠４２は互いに当接し合っているので、プロテク
タ本体２から蓋体３Ｒが外れ難い状態となっている。
【００３１】
　一方、前記収納空間を蓋体３Ｌによって覆う場合、プロテクタ本体２の各係止枠４２に
対して蓋体３Ｌの各係止片３２が挿入される。このとき、プロテクタ本体２の伸縮収納部
５が蓋体３Ｌの左屈曲部３０Ｌに応じて伸縮変形する。これにより、前記収納空間が蓋体
３Ｌによって密閉される。蓋体３Ｌの各係止片３２はプロテクタ本体２の各係止枠４２に
係止されているのでプロテクタ本体２は左方向に湾曲された状態で保持される。そして、
伸縮収納部５の収縮部分の弾性回復力に起因する応力により個々の係止片３２と係止枠４
２は互いに当接し合っているので、プロテクタ本体２から蓋体３Ｌが外れ難い状態となっ
ている。
【００３２】
　以上の説明から明らかなようにハーネスプロテクタ１によれば、プロテクタ本体２の伸
縮収納部５が伸縮自在であり、蓋体の形状に応じてプロテクタ本体２の形態を自由に変更
できるので、プロテクタ本体２を共用化できる。したがって、ハーネスプロテクタのコス
トの削減が実現する。
【００３３】
　また、蓋体の屈曲状態に応じてプロテクタ本体２の屈曲方向及び屈曲角度を任意に変更
であるので、ハーネスプロテクタとしての汎用性が向上する。
【００３４】
　さらに、プロテクタ本体２の共用化により、部品点数が減少し、プロテクタ本体２の使
いわけが不要となるので、製造コストを削減でき、誤組み付け、誤発注もなくなる。
【００３５】
　そして、伸縮収納部５の伸縮性により、プロテクタ本体２の全長を自在に調節できるの
で、ワイヤーハーネス１の収納空間を任意に変更できる。
【００３６】
　また、蓋体３Ｒ，３Ｌの係止片３２が直胴収納部４ａ，４ｂの係止枠４２に挿入される
ことで、伸縮収納部５の収納空間を蓋体３Ｒ，３Ｌの屈曲部３の方向に変形維持できる。
【００３７】
　そして、この変形維持された伸縮収納部５からの応力によって係止片３２と係止枠４２
が互いに当接し合うので、外部から応力を受けても、輸送時でも、プロテクタ本体２から
蓋体３Ｒ，３Ｌが外れ難くなる。したがって、補助的な係合部材を要することなく、係止
片３２、係止枠４２のような簡素な係合構造のみで、プロテクタ本体２からの蓋体３Ｒ，
３Ｌの脱離を低コストに防止できる。
【００３８】
　［実施形態２］
　図２に示した実施形態２のハーネスプロテクタ６は、プロテクタ本体２において、伸縮
収納部５の代わりに、ゴム、熱可塑性エラストマー等の弾性材料から成る伸縮収納部７を
適用している。前記弾性材料は伸縮収納部７を直胴収納部４ａ，４ｂと一体的に成形させ
る観点から当該収納部４ａ，４ｂの構成材料と親和性のある弾性材料が適宜に選択される
。
【００３９】
　図２を参照しながらハーネスプロテクタ６の取扱例について説明する。
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【００４０】
　プロテクタ本体２における収納空間を例えば蓋体３Ｒによって覆う場合、プロテクタ本
体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ｒの各係止片３２が挿入される。このとき、プロテク
タ本体２の伸縮収納部７が蓋体３Ｒの右屈曲部３０Ｒに応じて弾性変形する。これにより
、前記収納空間が蓋体３Ｒによって密閉される。蓋体３Ｒの各係止片３２はプロテクタ本
体２の各係止枠４２に係止されているのでプロテクタ本体２は右方向に湾曲された状態で
保持される。また、伸縮収納部７の伸長部分の弾性回復力に起因する応力により個々の係
止片３２と係止枠４２は互いに強く当接し合っているので、プロテクタ本体２から蓋体３
Ｒが外れ難い状態となっている。
【００４１】
　一方、前記収納空間を蓋体３Ｌによって覆う場合、プロテクタ本体２の各係止枠４２に
対して蓋体３Ｌの各係止片３２が挿入される。このとき、プロテクタ本体２の伸縮収納部
５が蓋体３Ｌの左屈曲部３０Ｌに応じて弾性変形する。これにより、前記収納空間が蓋体
３Ｒによって密閉される。蓋体３Ｒの各係止片３２はプロテクタ本体２の各係止枠４２に
係止されているのでプロテクタ本体２は左方向に湾曲された状態で保持される。そして、
伸縮収納部５の伸長部分の弾性回復力に起因する応力により個々の係止片３２と係止枠４
２は互いに強く当接し合っているので、プロテクタ本体２から蓋体３Ｌが外れ難い状態と
なっている。
【００４２】
　以上の説明から明らかなように本実施形態のハーネスプロテクタ６によればプロテクタ
本体２の伸縮収納部７が弾性変形可能であるので、実施形態１のハーネスプロテクタ１と
同様の効果の効果に加えて、以下の効果を奏する。
【００４３】
　プロテクタ本体２の各係止枠４２に挿入された蓋体３Ｌの各係止片３２は伸長された伸
縮収納部７の弾性回復力により各係止枠４２と互いに強く当接し合うので、プロテクタ本
体２と蓋体３Ｒ，３Ｌとの係合状態がより一層強固なものとなる。
【００４４】
　［実施形態３］
　図３～５に示された実施形態３のハーネスプロテクタ８は、プロテクタ本体２が実施形
態１の伸縮収納部５を複数有することにより、形状の異なる蓋体３Ａ～３Ｅのいずれもが
装着できるようになっている。尚、プロテクタ本体２の直胴収納部４の両縁の外面には、
蓋体３Ａ～３Ｅの係止片３２が係止する係止枠４２が当該収納部４と一体的に形成されて
いる。
【００４５】
　蓋体３Ａは蓋本体がＳ字型の板材から成り、蓋体３Ｂは蓋本体が上下左右方向に湾曲し
た形状の板材から成り、蓋体３Ｃ～３Ｅは蓋本体３０がそれぞれ長さの異なる長方形の板
材からなる。蓋体３Ａ～３Ｅは蓋体３Ｒ，３Ｌと同様に絶縁性の合成樹脂によって成形さ
れている。また、蓋体３Ａ～３Ｅの両長手縁部には、プロテクタ本体２の直胴収納部４の
係止枠４２に係止する係止片３２が蓋本体と一体的に形成配置されている。
【００４６】
　本実施形態のハーネスプロテクタ８によれば、プロテクタ本体２が複数の伸縮収納部５
を有しているので、実施形態１のハーネスプロテクタ１と同様の効果の効果に加えて、多
様な蓋体の形状に応じてプロテクタ本体２の形態を一層自由に変更できる。したがって、
ワイヤーハーネスの経路規制の自由度が高まる。
【００４７】
　また、プロテクタ本体２の収納空間の容積を任意に変更でき、ハーネスプロテクタの汎
用性がさらに向上する。
【００４８】
　例えば、図３に示したように、プロテクタ本体２における収納空間を例えば蓋体３Ａに
よって覆う場合、プロテクタ本体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ａの各係止片３２が挿
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入される。このとき、プロテクタ本体２の各々の伸縮収納部５が蓋体３Ａの各々の屈曲部
に応じて伸縮変形する。これにより、前記収納空間が蓋体３Ａによって密閉される。蓋体
３Ａの各係止片３２はプロテクタ本体２の各係止枠４２に係止されているのでプロテクタ
本体２はＳ字型に湾曲された状態で保持される。また、伸縮収納部５の収縮部分の弾性回
復力に起因する応力により個々の係止片３２と係止枠４２は互いに当接し合っているので
、プロテクタ本体２から蓋体３Ａが外れ難い状態となっている。
【００４９】
　図４の事例においては、プロテクタ本体２における収納空間を例えば蓋体３Ｂによって
覆う場合、プロテクタ本体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ｂの各係止片３２が挿入され
る。このとき、プロテクタ本体２の各々の伸縮収納部５が蓋体３Ｂの各々の屈曲部に応じ
て伸縮変形する。これにより、前記収納空間が蓋体３Ｂによって密閉される。蓋体３Ｂの
各係止片３２はプロテクタ本体２の各係止枠４２に係止されているのでプロテクタ本体２
は上下左右方向に湾曲された状態で保持される。個々の係止片３２と係止枠４２は伸縮収
納部５の収縮部分の弾性回復力に起因する応力により互いに当接し合っているので、プロ
テクタ本体２から蓋体３Ｂが外れ難い状態となっている。
【００５０】
　図５の事例においては、プロテクタ本体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ｃの各係止片
３２が挿入され、プロテクタ本体２の収納空間が蓋体３Ｃによって密閉されると、個々の
伸縮収納部５が伸長変形して当該収納空間が蓋体３Ｃの全長に応じて拡張する。個々の係
止片３２と係止枠４２は伸縮収納部５の伸長部分の弾性回復力に起因する応力により互い
に当接し合っているので、プロテクタ本体２から蓋体３Ｃが外れ難い状態となっている。
【００５１】
　また、蓋体３Ｃの代わりに、プロテクタ本体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ｄの各係
止片３２が挿入され、プロテクタ本体２の収納空間が蓋体３Ｄによって密閉されると、個
々の伸縮収納部５が縮小変形して当該収納空間が蓋体Ｃよりも短小な蓋体３Ｄの全長に応
じて縮小する。個々の係止片３２と係止枠４２は伸縮収納部５の縮小部分の弾性回復力に
起因する応力により互いに当接し合っているので、プロテクタ本体２から蓋体３Ｄが外れ
難い状態となっている。
【００５２】
　さらに、蓋体３Ｄの代わりに、プロテクタ本体２の各係止枠４２に対して蓋体３Ｅの各
係止片３２が挿入され、プロテクタ本体２の収納空間が蓋体３Ｅによって密閉されると、
個々の伸縮収納部５が縮小変形して当該収納空間が蓋体３Ｄよりも短小な蓋体３Ｅの全長
に応じて縮小する。個々の係止片３２と係止枠４２は縮小変形された伸縮収納部５の弾性
回復力に起因する応力により互いに当接し合っているので、プロテクタ本体２から蓋体３
Ｅが外れ難い状態となっている。
【００５３】
　また、本実施形態のプロテクタ本体２において、伸縮収納部５の代わりに、実施形態２
の伸縮収納部７を適用しても、上記と同様の効果を奏する。
【００５４】
　［他の実施形態］
　図５の蓋体３Ｃ～３Ｅは蓋本体３０を上述の蛇腹形状部材または弾性材料によって構成
すると、蓋本体３０が伸縮自在となり、当該蓋体の共用化が実現し、ハーネスプロテクタ
８の汎用性がさらに向上する。したがって、プロテクタ本体２の形態を車両に合わせた成
形体としても、蓋体３Ｃ～３Ｅを適用できる。
【符号の説明】
【００５５】
１，６，８…ハーネスプロテクタ
３Ａ～３Ｅ，３Ｒ，３Ｌ…蓋体、３２…係止片、３０Ｒ…右屈曲部，３０Ｌ…左屈曲部
２…プロテクタ本体
４，４ａ，４ｂ…直胴収納部、４２…係止枠
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５，７…伸縮収納部

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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